
センターだより  
（甲州市勝沼健康福祉センター） 

        

★サウナ再開 !! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
★トレーニングルームも再開しています 

換気に配慮し、快適な環境で筋力アップして下さい。 

 

尚、引き続きの下記の対策にご協力下さい。 

■ご入館いただける方(全項目該当者) 

  〇マスクの着用  

〇体温 37.5℃未満の方  

〇体調に不安の無い方 

■入館に際してのお願い 

  〇窓口での検温及びアルコールによる 

手指消毒 

〇住所・氏名・連絡先の記入 

 

■無料送迎バスの運行を下記のとおり実施いたしますのでご利用ください。 

※無料送迎バス運行日程                    

バスからハイエースに車両変更となります。（承知おき下さい） 

また、新規利用をご希望の方はセンターまでお問い合わせ下さい。 

 

勝沼地区 

勝 沼 水曜日 

東 雲 木曜日 

祝・岩崎 金曜日 

菱 山 土曜日 

 

・お迎え：  センター発    

          午前 9 時４５分 

・お帰り：    センター発            

          午後 3 時 00 分       ・お迎え：対象地区発  午前 10 時 0０分  

                                  ・お帰り：センター発   午後 3 時 0０分 

サウナは、2～3 名のご利用でお願い致します。 

サウナ室での会話はご遠慮願います。 

お互い譲り合ってのご利用を賜りますよう 

皆さまにはご理解・ご協力をよろしくお願い致します。 

 

 

 

「ここのシャンプーは、どこで買えるの？」 

 → ご案内いたしますので問い合わせください 

「受付の記入がめんどうじゃんね」 

 → 他の施設より簡易的にさせて頂いてます 

「脱衣場に網戸があるといいね」 

 → 今後検討させて頂きます 

「血圧計を使いたい」 

→ 一階ロビー東側にあります 

「浴室に大きいイスがあるといいよ」 

 → 導入しました 

「浴室で大きな声でおしゃべりをする人がいる」 

 → 告知ステッカーを掲示しました 

「温度がちょうどいいのでゆったりはいれるね」 

 → 季節に合わせて管理しています 

※引き続き皆様のご要望にお応え出来ますよう 

運営改善を心掛けてまいります。 

 

先月の《利用者様の声》 

塩山地区 

松里 5(火)・19(火) 

玉宮・千野・上東・上西・町屋 6(水)・20(水) 

神金・大藤 7(木)・21(木) 

西広門田・熊野・下於曽・下中・下東 13(水)・27(水) 

花園・牛奥・下萩原・赤尾・中央 14(木)・28(木) 

上塩後・下塩後・下西 12(火)・26(火) 

一之瀬高橋・落合 8(金)・22(金) 

  

甲州市勝沼町休息 1867-2 

 電話 44-1329 



              

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 社協お知らせ版 

甲州市社会福祉協議会 
甲州市塩山上於曽 977-5  

TEL 34-8195  FAX 34-9270 

 

 

甲州市社会福祉協議会では成年後見制度及び相続等に関する相談会を開催します。相談を希望され

る方は電話にて申込みをお願いします。 

●次のような内容について相談いただけます。 

〇将来に備えて成年後見制度について知りたい 〇相続について詳しく知りたい 

〇遺言書を作成したいなど  ※各相談について司法書士が対応いたします。 

●日 時：７月２７日（水）午後 1時 30 分～4 時 30 分 

●場 所：塩山保健福祉センター 1 階 相談室 

●対 象：市内在住者 

●定 員：４名（相談者１人につき 40 分以内） 

※この相談は完全予約制です。７月１日（金）午前８時３０分から電話予約を受け付けます。 

●申し込み・お問い合わせ先 

甲州市社会福祉協議会 権利擁護支援センター  TEL ３４－８１９５ 

 

 

 

 甲州市内にお住まいの方で、経済的にお困りになっている方や日常生活に不安や心配を抱えてい

る方などが、安心して暮らせるよう相談・支援を行っています。相談は無料で秘密は厳守します。

お気軽にご相談下さい。 

・相談受付：月曜～金曜日 8:30～17:15／・お問い合わせ：0553-34-8561 

 

 

成年後見制度・相続・遺言等の相談 

制度・成成年後見制度・相続についての相談 

年後見制度・相続についての相談 

についての相談 

 

声かけ配食サービスのご利用について 
 甲州市社会福祉協議会では、一人

でも多くの方が住み慣れた地域で

安心して暮らしていけるよう、「食

事の支度が困難で安否確認を必要

とされる方」並びに「介護認定を

受けていない方」を対象に、食の

確保と声掛けによる安否確認を行

う声かけ配食サービスを行ってい

ます。お気軽にご相談ください。 

 

甲州市生活支援センター「ぶりっじ」からのお知らせ  

》 
 

甲州市では、さまざまな事情により生理用品の用意が大変な方へ生理用品（紙ナプキン）を

無料配布しております。 

 必要な方は職員にお声かけください。なお、配布時に記名や本人証明等の提示は必要あり

ません。※お一人様につき、原則１セットお渡しいたします。 

〇配布開始日：令和４年６月１日（水）から 

〇配布物品：生理用ナプキン（１セット） 

      ・多い日～ふつうの日用 ２６個入り（羽つき） 

      ・特に多い夜用 ９個入り（羽つき） 

 

 

～必要な方に生理用品をお渡ししています～ 

 

●内容：見守り付き昼食の配食弁当(油抜きは要相談)  

配達はご希望の月～土曜日 

(８月お盆・年末年始・祝祭日は除く) 

●対象者：次のいずれかに該当する方 

市内在住で 65 歳以上の一人暮らしの方及び 

高齢者のみ世帯・日中一人高齢者の方 

●費用：一食につき本人負担３２０円／社協補助２００円 

●お問い合わせ先   

甲州市社会福祉協議会 TEL ３４－８１９５ 


